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「東京都北区スポーツ推進計画 中間のまとめ」に関する 

パブリックコメント実施結果 

 

意見募集期間：令和元年１２月２日（月）～令和２年１月１０日（金） 

意見提出者数：３名 （内訳）持参 １名、郵送 ０名、ホームページ２名、FAX ０名 

              意 見 総 数 ：１１件 

周 知 方 法 ：北区ニュース（１２月１日号）、ホームページ、 

スポーツ推進課窓口、区政資料室、地域振興室、区立図書館、体育施設窓口 

 

提出された意見の概要とそれに対する区の考え方は以下のとおりです。 

意見（要旨） 件数 区の考え方 

区内の公園は禁煙化されていないた

め、受動喫煙に晒され、そこでスポーツ

をすると逆に健康を害する。 

北区として公園の完全禁煙化を行わな

いのであれば、「北区内の公園は、（中

略）スポーツに適さない場所である」旨

を明記するべき。 

 

１件 

区のスポーツ施設は令和元年１２月２

９日に完全禁煙としました。公園をは

じめ、その他の区有施設においても、ス

ポーツをする際に受動喫煙が生じるこ

とのないよう、施設を管理する関係課

と共有させていただき、健康増進法及

び東京都受動喫煙防止条例に基づい

て、今後順次対応してまいります。 

 

区内の一部のスポーツ施設には喫煙所

が設置されており、受動喫煙を避けら

れない。 

北区としてスポーツ施設の完全禁煙化

を行わないのであれば、「北区内のスポ

ーツ施設は、（中略）スポーツに適さな

い場所である」旨を明記するべき。 

 

１件 

区内の学校の校庭横ですら歩きタバコ

やポイ捨てをする者が後を絶たない。 

こうした状況が改善されないのであれ

ば、「北区内の学校の校庭は、（中略）ス

ポーツに適さない場所である」旨を明

記するべき。 

 

１件 

生涯にわたり、あらゆる機会、場所で、

だれもがスポーツをできる包括的な施

策を北区では出来ていない。 
１件 

基本理念に「区民一人ひとりが、いつで

も、どこでも、だれとでも、いつまで

も、スポーツを楽しめるまちをめざし

ます」、とあります。このようにだれも
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がスポーツを様々な立場で楽しめるよ

う、スポーツの参加機会の充実を図っ

ていきます。 

スポーツクラブに「施設の充実･施設確

保･利用料金を軽減」という恩恵を受

け、だれでもスポーツに参加できるよ

うに区民の声に耳を傾けたスポーツ行

政を行う事が必要。 

 

１件 

今後も区民のご意見をお聞きしなが

ら、多くの区民がスポーツに参加でき

るよう努めてまいります。 

すべての区民が週に１回以上スポーツ

に親しむための施設整備計画を立てて

いただいた。 

１件 

本推進計画案は、１８歳以上の区民が

週１日以上スポーツをした割合（スポ

ーツ実施率）のさらなる向上をめざし

た案となっておりますが、今後もすべ

ての区民がスポーツに親しめるよう、

様々な取組みに努めてまいります。 

 

競技スポーツに止まらず、散歩やウォ

ーキング･朝のラジオ体操･ハイキン

グ･ボウリングなど、競技スポーツにつ

ながらないスポーツに対しても整備計

画を立ててほしい。 

 

１件 

本計画では、競技スポーツだけでなく、

ウォーキングや軽い体操等、健康の維

持増進や介護予防、自然に親しむ野外

活動、レクリエーションやコミュニケ

ーションのための運動等、目的をもっ

た身体活動を幅広くスポーツとして扱

うこととしています。 

 

特定の団体にかたよらず、スポーツ団

体には、平等･正当に助成金を出してほ

しい。 

１件 

区では、スポーツ団体に対する助成金

ではなく、区の地域スポーツ及び生涯

スポーツに寄与するスポーツ団体の一

部の事業（大会･イベント等）を区が共

同して実施するものについて、経費の

一部を分担しています。 

 

権利を明確にした推進計画ができるよ

うに、今後もスポーツ団体や区民から

直接要望を求めて、区民の声が反映し

た推進計画を策定してほしい。 

検討委員会に関わる機会がほしい。 

 

１件 

本計画の策定後も、区民やスポーツ団

体等から評価する機会を設けるため

に、「スポーツ活動に関するアンケート

調査」等を適時行うことを予定してお

ります。 

なお、区のホームページ等からは区民
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やスポーツ団体等からのご意見を常時

受け付けております。今後も区民のご

意見が反映されたスポーツ推進計画の

策定に努めてまいります。 

東京都北区スポーツ推進計画検討委員

会の委員は区長が委嘱又は任命する学

識経験者、区内各種団体構成員、公募区

民、区職員で構成されております。検討

委員の構成は今後の計画の改定に伴

い、検討してまいります。 

 

自ら進んで体を使った遊びを楽しみ、

多様な動きを経験できる機会の充実を

図りますとあります。子どもの遊びの

本質であり、非常に重要なことです。 

１件 

ご意見について、参考とさせていただ

きます。 

重点施策では幼児期からの取組みが教

育施設に限られていますが、子どもセ

ンタ－や児童館でも自由な外遊びを体

験する機会を作っていただきたいで

す。ハイハイ、あんよができるようにな

ったら、お外で過ごすのが当たり前に

なると、子どもの体力、運動能力向上に

繋がると考えます。 

１件 

ご意見について、参考とさせていただ

きます。 

区としましては、外遊びに限らず、体を

動かす楽しさを伝える取組みを進めて

いきたいと考えております。 

なお、「子どもセンター（児童館）にお

ける乳幼児親子の運動機会の充実」を

追記しました。 

 

 

 
 


